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20歳からできるようになること
（変わっていないこと）

◆「成年」になるってどういうこと？

18歳からできるようになること

 

◆同じ高校⽣でもこんなに違う？！「成年」と「未成年」の違い

◆保護者の同意なしで契約できる 
・携帯電話の契約

 ・⼀人暮らしのためのアパートを借りる
 ・ローンを組んで⾞を買う
 ・クレジットカードをつくる
 ・消費者金融でお金を借りる など

    未成年が契約をするときは、保護者の同意が必要ですが、成年になると、⾃分だけでいろいろな契約ができ
るようになります。⾃分だけでできることが増えて、うれしく思うかもしれませんが、単純には喜べません。

なぜなら、未成年が保護者の同意を得ずにした契約は、失敗したと思ったら、後から取り消すことができます

が、成年がした契約は⾃分の責任となり、特別な理由がない限り取り消すことができないからです。

契約する責任とは、契約を守らなければならないということです。

◆飲酒 
◆喫煙 
◆競⾺、競輪、オ ートレース、
競艇などの公営ギャンブル など

PIO-NET（全国消費⽣活情報ネットワークシステム）より

Credit Card

印

☆注⽬☆18歳の誕⽣⽇を迎えた⽇から成年になります！

左のグラフから気づいた
ことを述べてみましょう。

◆未成年者による契約の取消し

 こんな場合は取り消せない！
・おこづかい程度の金額の場合 ・⾃分は成人しているとウソを言った場合
・保護者が支払った場合  ・法定代理人（保護者）が同意をしているとウソを言った場合 など

 未成年者が法定代理人（保護者）の同意を得ずに契約をした場合は、その契約を取り消すことができま
す。しかし、取り消すことができるからといって、よく考えずに契約をして良いわけではありません。

 契約は基本的に、⼀方的に取りやめたり、内容を変更できないことを理解し、未成年も責任を持って契約
をすることが重要です。



学びを深めよう①
「未成年者取り消し（成年年齢引下げ）」

https://youtu.be/GZKC6jpXlBA（４分53秒）

・購入形態別にみても通信販売に関

する相談が年代問わず多い！

・20歳を過ぎると店舗購入、訪問販
売、通信販売、マルチ商法、電話勧誘

販売などの購入形態別全ての相談係数

が19歳以下よりも多い。

クーリング・オフは
できません

3

2024年度 契約者が16歳〜18歳の相談内容・件数【商品・サービス別】（岐⾩県内窓⼝受付分）

悪質業者は、社会経験が浅く、契約を

取り消せない「新成年」を狙います。

 成年年齢前後の消費⽣活相談件数を
年齢別に⾒ると、20歳代は、相対的に
相談件数が多いが、18歳新成年の相談
件数が増加している。

◆悪質商法に気をつけよう！

◆みんなはどんなトラブルにあっているの？



　消費者市民社会の実現

4

 現代社会には、地球環境、エネルギー・資源問題など、消
費⽣活をめぐる問題が山積しています。その中において、消

費者は、市場に提供された商品やサービスをただ「受動的に

消費」するのではなく、⾃らの消費が社会に与える影響を⾃

覚して、公正な市場の形成、持続可能な社会の実現に積極的

に関与しようとする姿勢が求められています。「消費者市民

社会」とは、このように消費者⼀人⼀人が、⾃分だけでなく

周りの人々や、将来⽣まれる人々の状況、内外の社会経済情

勢や地球環境にまで思いを馳せて⽣活し、社会の発展と改善

に積極的に参加する社会を意味しています。

消費者が主役の「消費者市民社会」では、消費者の⾏動で社会を変えることが求められています。

消費者⼀人⼀人が積極的に⾏動し、安心・安全に暮らせる社会を⽬指しましょう。

○　消費者市民社会の構築

○「消費者市民社会」の実現

○「消費者市民社会」の実現



参考①
「消費者とは」

「契約とは」

＿ （１分 43 秒）
（２分 43 秒）

https://youtu.be/of6H qXvPrw
https://youtu.be/Gl-L64P0Iy4 「消費者とは」 「契約とは」

 契約ってなんだろう？１

4

 契約とは、法的な責任が⽣じる約束事です。契約と聞くと難しいイメージを持つかもしれません
が、実はもっと身近で、誰もが毎⽇していることです。

（クイズの答えは27ページ）

 契約は、申込みと承諾という意思の合致により成立し、契約書のような書類を作らなくても、⼝約束だけで
も成立します。

 いったん契約が成立すると、⼀方的に契約を取りやめたり、内容を変更したりすることは、基本的にできま
せん。⾃分の契約に責任を持ちましょう。

次の契約について、YES・NOで答えてみましょう。ヒントはかっこ内の各ページにあります。

１ コンビニでパンを買うことは契約である。（p4）
２ 契約書に印鑑を押さなければ契約は成立していない。（p4）
３ お店で服を買ったが、別の店で同じような服が安く売っていた。返品できる？（p4）
４ アダルトサイトらしいネット広告を興味本位でクリックしたら、突然、「お申込みありがとうございま
した。代金9万8千円をお支払いください。」と表⽰された。契約は成立している？(p5)

５ インターネットでブランドの靴が50％オフで売っていたので購入した。サイズが合わなかったので返品

したいけど、ホームページに返品についての記載がない。商品が到着した当⽇に返品できる？(p15)

【契約とは？】

１

契
約
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？

◆契約クイズ

◆契約のしくみ





デジタル・プラットフォーム

    フリマサービス、インターネットオークションなど、個人間・個人と事業者間の取引の「場」を提供するサービスをデジタル・プラットフォームとい
います。デジタル・プラットフォームが関係する取引においてトラブルが発生した場合は、原則、消費者と売り⼿側が直接交渉することとしているた

め、トラブル解決に介入しないケースが多く⾒られます。

デジタルプラットフォーム法

「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」

    巨大なデジタルプラットフォーム（ECモール、アプリストア等）と、そこで取引する事業者との間の情報格差・⼒関係の不均衡を是正し、取引の透明
性と公正性を確保することを⽬的としています。







消費トラブル事例 ②悪質な多様な取引の手口



数
ヶ
月
後



　ある高校生が、自分の趣味で使っている文房具やゲーム
について、ブログや動画で感想を発信しています。その中
で、「この商品はとても使いやすかったです」と紹介し、
広告であることを明示したリンクを掲載しました。
読者がそのリンクから商品を購入すると、販売会社から**
紹介料（報酬）**が支払われる仕組みです。
　その後、表示が分かりにくい、動画の説明欄の下の方に
しか書いていない、「PR」「広告」の意味が視聴者に伝わ
っていないといった場合、視聴者から「だまされた」「広
告だと思わなかった」として相談が寄せられました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高校生











② 消費者の利益を⼀方的に害する条項は無効です。



約343,9万円
約 52万円

約 5,592万円

約 3,826万円

（大学昼間部平均年額 約1,967,400）

※出典：独立⾏政法人 ⽇本学⽣支援機構「令和4年度学⽣⽣活調査」



約 1077,2万円
約 2,665,8万円

約 265,898万円 ／⽉

大学卒　24万8,300円　大学院修士課程修了　28万7,400円

（厚生労働省　令和6年度賃金基本統計調査結果）

失業等で奨学金の返還が難しくなったら貸与元へ早急に相談しましょう。
支払いを滞納する前に、消費生活相談窓口に相談してみましょう。

ライフイベントに係るお金とライフプランの例については、以下のもとに作成
結婚費用総額：株式会社リクルートブライダル総研「ゼクシィ結婚トレンド調査2024」
結婚・出産費用：令和7年5月14日厚生労働省有識者検討会
住宅取得資金：独立行政法人　住宅金融支援機構「2024　フラット35利用者調査」
子どもの教育費：大学卒業までにかかる教育費はいくら？高校の授業料無償化でどう変わる？（横内　美保子著）
老後の生活費：総務省「家計調査年報（家計収支額）（2024）」



◆クレジットカードでお金を支払う

クレジットカードには、翌月⼀括払いや分割払い、リボ払いなど、いろいろな支払方法があります。

リボ払いでは支払残高に応じて、毎月の支払額があらかじめ決められています。

クレジットカードの支払方法と手数料

1.消費者は、クレジット会員契約をする。（審査がある）
2.消費者は、販売店から商品を購入する。
3.クレジット会社は、販売店に代金を代替払いする。そのとき販
売店（加盟店）から⼿数料をもらう。

4.後日、消費者は、クレジット会社からの請求に基づき、代金を
支払う。

代金を⼀括払いした場合と数回の分割払いとした場合では、支払う

代金は同じでしょうか。

ここで皆さん考えてみましょう

◆投資について考えてみよう

　投資とは、簡単に言うと「利益の獲得を見込んで事業や金融商品にお金を出すこと」です。投資には貯蓄以上に資産*を
増やすことができたり、税制優遇制度を利用できたりといったメリットがあります。しかし、必ず資産が増えるというわ

けではなく、反対に資産が減少してしまうこともあります。

※資産とは、現金、各種預貯金、建物、⼟地等をいう。

【動画　金融篇】



決済に必要なパスワードは、誕生日などの簡単なものは避(さ)けましょう。また、二段階認証などのセキュリティ対策が行われて
いるものを選ぶようにしましょう。

スマホで決済した金額はその場で必ず確認しましょう。

支払い完了のお知らせメールやレシートなどの記録は必ず残しておきましょう。

スマホの充電はこまめに行いましょう。





カラーコンタクトレン

ズで目に傷がついた

スマホ充電中にコネク

ターから発煙・発火
脱毛エステによるやけど





カスハラ動画



◆本来食べることができる食品が捨てられている。（食品ロスという）

令和7年度エシカル消費・食品ロス削減のポスター・標語入賞作品

　国内で年間464万トン（2023年度）もの食品ロスが出ていることを皆さんは知っていますか？
　1日あたり10トン大型トラック約1,270台分、1人あたり茶碗１杯程度が食べることができるのに捨てられて
いるものです。岐阜県では、食品ロス削減に向けて2018年度から「ぎふ食べきり運動」を展開しています。

　岐阜県では、中高生の皆さんが日頃の生活の中でエシカル消費・食品ロス削減の問題を自分ごととして考
え、行動していただけることをねらいとして、県内の中学校・高等学校、特別支援学校等に呼びかけて、エシ
カル消費・食品ロス削減の啓発ポスター・標語を募集しました。多くの生徒から応募いただき、ポスター87
点、標語2,242点の力作が集まりました。



令和7年度チラシ
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